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【第 96回民事介入暴力対策群馬大会に参加して】 

 

 

１ 第９６回民事介入暴力対策群馬大会の開催について 

令和６年１１月８日、第９６回民事介入暴力対策群馬大会（以下、「本大会」といいます）が開催

されました。本大会のテーマは、「温泉地からの暴排」でした。群馬県といえば、草津や伊香保など

温泉で有名な県です。パネリストとして参加してくださった伊香保温泉旅館協同組合理事長をはじ

め本大会を開催してくださった実行委員の先生方は、皆温泉愛や地元愛に溢れる方々でした。 

 

２ 温泉地からの暴排について 

本大会では、はじめに、温泉地と暴力団との関わり合いの歴史の説明があり、続いて暴力団排除の

必要性について説明がありました。群馬県の温泉地とヤクザとの関わり合いは江戸時代後期にまで

遡り、無宿や博徒が取締を免れるために温泉地に身を隠していたなどの歴史がありました。また、温

泉地は、かつて、立ち退き料要求やみかじめ料、売春関係、詐欺関係、抗争関係、宿泊施設等の乗っ

取りなどの事件報道があり、様々な暴力団との関わり合いの問題がありました。そこで、群馬県とし

ては、上記暴力団との関わり合いを断ち、クリーンで安心安全な温泉地・温泉街の実現に向け、日々、

暴排の努力が行われています。 

 

３ 宿泊施設からの暴排について 

宿泊施設からの暴排としては、主として、①宿泊客に反社会的勢力がいてトラブルが発生する場

合、②取引先に暴力団関係企業がいてトラブルが起きる場合、③宿泊施設が反社会的勢力に乗っ取ら

れてトラブルが発生する場合があります。本大会では、①から③まで様々な議論が行われました。ま

た、クリーンで安心安全な温泉地・温泉街の実現のためには、宿泊施設のみならず、宿泊施設以外の

施設（温泉地の飲食店や土産物店など）についての暴排も必要となります。ここでは、本大会でも様々

な議論がなされた上記①について取り上げます。 

宿泊施設の一般利用者に立った場合、当該宿泊施設の他の宿泊客に反社会的勢力がいることが分

かれば、安心して施設を利用することができなくなるおそれがあります。また、宿泊施設を探してい

た段階で、ある宿泊施設が反社会的勢力も利用する施設と分かれば、当該宿泊施設の利用を躊躇うこ

とになると思います。さらには、反社会的勢力も利用している温泉地となれば、そもそも温泉地とし

民 暴 弁 護 士 だ よ り  №66 

 

 

寄稿者 

弁護士 横山和史 

民暴弁護士の寄稿文 



て利用することを躊躇うおそれもあります。これらは、宿泊施設や温泉地にとっても、宿泊施設の利

用者にとっても不幸な結果となります。そのため、宿泊施設や温泉地では、クリーンで安心安全な温

泉地・温泉街の実現に向けて、暴排の必要性が高まっています。宿泊施設では、反社会的勢力に利用

させないため、ひいてはクリーンで安心安全な温泉地・温泉街の実現のため、宿泊約款、宴会約款、

暴排条項、表明確約書など、様々な対応体制を整えることを試みています。 

 

４ 法的問題点について 

ところで、宿泊施設は、反社会的勢力を排除するために、反社会的勢力の宿泊を拒否することが法

的に認められるかが問題となります。 

旅館法５条１項柱書は、「営業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、宿泊を拒ん

ではならない。」と規定していますので、宿泊施設は、一定の事由（法５条１項各号該当性）がなけ

れば、原則として、宿泊を拒むことができません。そのため、一定の事由（法５条１項各号該当性）

の検討が重要となります。そして、同項２号は、「宿泊しようとする者が賭博その他の違法行為又は

風紀を乱す行為をするおそれがあると認められるとき。」と規定されています。この点、確立した判

例は存在しないため、本大会では、パネルディスカッションにおいても、宿泊施設が反社会的勢力の

宿泊を拒絶することが同項２号に該当するか否かが議論されました。また，反社会的勢力が旅館法５

条１項２号に該当することを前提とした行政解釈も存在することから、宿泊施設が反社会的勢力の

宿泊を拒絶することが同項２号に該当するとの解釈が正当といえるのではないかなどについても活

発的な議論が行われました。 

 

５ おわりに 

温泉は、皆様に愛される観光地であり、個人でも家族でも友達同士や会社の旅行でも利用される場

所であり、忘れられない良い思い出を作る場所です。温泉地をはじめ皆様の身の回りの生活につい

て，皆様が日頃から安心して生活できるように，民暴委員が，日々暴力団排除の努力していることを

理解してもらえたら幸いです。 
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